
基本設計の原則は「現役時代に積み立てた保険料を老後にきちんと返す」  

2階部分に関する基本的な枠組み  

●  「
－
■
●
－
■
■
■
■
■
■
－
■
■
■
■
－
■
■
－
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－
－
■
■
■
■
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－
■
－
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－
■
－
■
－
■
■
■
■
■
■
－
■
■
●
■
■
．
．
二
．
．
■
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現行の厚生年金給付水準は′′現役月収×1／2′′   

● 基礎年金部分を含む全体の給付水準   

●1973年の制度改正以降、現役世代の平均  
税込月収をベースに決定されることに  

－1973年改正：×60％以上  

一引き下げ  

－ 2004年改正二 ×50％以上  

保険料納付期間  年金給付期間   

毎月納めてきた保険料の2．35倍の年金を給付   

≪毎月10，000円納付 ⇒ 23，500円の給付≫  
（簡便な計算。年金数理や運用も含めた詳細な再計算が必要）  

1  

し＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿．．．．．＿＿＿  

平均寿命を超えたとしても、全体の配分調整によって、最期まで給付水準を維持  

注二 新・年金制度にある′′82歳′′は厚生労働省による平成18年の平均余命（0歳）の男性（79．00歳）と女性（85．81歳）の単純平均  
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経過措置として、厚生年金では、従来制度で約束した給付水準を維持  

移行期間  

経過措置  厚生年金における′′過去′′の徴収・給付の実績／′′現在′′の積立金／′′将来′′の給付債務  

（兆円）  

「
b
藍
董
喜
蔓
－
謎
 
 
 

徴収済み  

保険料  

の累計  

残余の  国庫負担   

積立金  （基礎部分  

（含、運用益） に税を充当）  

I l  

要積立不足萱   給付債務   

注：平成16年度末数値、′′将来”分の「国庫負担」は基礎部分を全鎖国庫負担する場合を想定  
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積立不足には既存の枠組み維持を含めた財源の詳細検討が必要  

移行期問  

経過措置  

6～7兆円／年の財源確保が求められる  

● すべての既存加入者が納付を終える′′40年′′をかけて移行していくの  

が適当  

● じっさいには、積み立てるというよりも、毎年の2階部分の給付に充て  

ていくというのが実態   

毎年の財源には、既存の枠組み維持も含め、幅広い検討と詳細化を進めてい  
くことが必要に  

● 既存の事業者負担の継続  

－ ′′雇用税′′として、支払給与総額に対して課税するなどによっ  
て課税ベースの広がりも可能に  

● 高額所得高齢者に対する所得課税強化  

一 公的年金控除の廃止・縮小も  

● 給付開始年齢の引き上げ  

－ 1年で1兆円程度の財源確保が可能に  

一 諸外国と比べれば、我が国の給付開始年齢は早いものの、  

退職年齢の引き上げなどの環境整備を同時に図るのが必須  

● 相続時に未使用年金を精算  

一 年金専用口座などのインフラ整備が必要   

そもそも、未払給付債務740兆円を経済状況に応じ、不断に見直すことも重要  

● マクロ経済スライドの厳格運用  

●  
●  

●  

●  
●  

●  
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F」－  

新しい時代の要請、国民の期待と信頼に応える年金制度構築のために  

いまこそ、年金制度の抜本改革を＝  

制度設計当初は見込むことができなかった′′少子高齢化の進展′′、′′雇用の流動化′′、′′家族のカタチの変化′′など  

の環境変化もあって、現在の年金制度は、′′時代の要請、国民の期待と信頼に応えられないものとなっている。  

いまこそ、各種の環境変化に応じた年金制度の抜本改革が必要である。  

我々の”漫瑚  

半年に及ぶ検討によって、′′あるべき制度改革の骨格′′および′′検討すべき政策論点′′を明らかにすることはできた。  

しかしながら、制度の具体化には、さらに幅広〈い観点から検討を重ねてい〈ことが不可欠である。  

国民に最も関心の高い消費税率水準（複数税率の導入、地方分を含む消費税そのものの枠組みの見直しなど）  

や移行措置をはじめとした「財源の具体化」  、定年の延長なども含めて制度の前提となる「高齢者雇用・社会参  

加の推進」、   制度運営にあたって不可欠となる「社会保障番  号制度の導入」、  医療や介護などの「社会保障政  

策全体との整合性の確保」  、そして何より制度の大前提となる「経済成長および   財政再建との両立」など、多くの  
課題が積み残されている。  

政治がリーダーシップを発拝し、年坤引こ向けた国民的議論の集約を！！  

年金制度は国民にとって最も身近で不可欠な制度であり、幅広い意見を取り入れることが重要である。  

一方で、制度設計そのものを政争の具とすることは国民の信頼を裏切ることであり、まさに政治がリーダーシップを  

とって、国民の総意を踏まえた制度の扱本改革を進めてい〈ことが求められている。  

本提言をひとつのたたき台として、関係各方面への働きかけを含め、我々は国民の信頼と期待に応える年金制度  

の扱本改革を進めてい〈。  
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元
気
を
出
せ
ば
日
本
は
大
丈
夫
だ
 
 
 

衆
議
院
の
解
散
。
総
選
挙
は
い
つ
か
、
政
 
 

権
交
代
は
あ
る
か
、
そ
ん
な
政
局
論
ば
か
り
 
 

が
先
立
つ
政
治
の
年
の
始
め
で
は
あ
る
が
、
 
 

私
の
心
配
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
 
 

国
民
の
皆
さ
ん
も
同
じ
だ
ろ
う
。
 
 
 

日
本
の
政
治
と
経
済
を
取
り
巻
く
状
況
で
 
 

あ
る
。
年
金
不
信
、
株
価
の
下
落
、
物
価
高
、
 
 

地
方
の
疲
弊
。
新
聞
の
見
出
し
に
は
暗
い
単
 
 

語
が
並
ん
で
い
る
。
だ
が
私
は
、
日
本
人
は
 
 

悲
観
論
に
偏
り
す
ぎ
て
い
る
と
思
う
（
）
新
し
 
 

い
も
の
を
創
り
出
す
時
に
は
悲
観
論
よ
り
楽
 
 

観
論
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
だ
い
い
ち
、
現
 
 

実
を
よ
く
見
る
と
、
日
本
の
実
力
は
そ
れ
ほ
 
 

ど
暗
い
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

日
本
の
個
人
金
融
資
産
は
一
五
四
〇
兆
円
 
 

に
達
し
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
の
経
常
収
支
 
 

は
一
九
兆
円
を
超
え
る
黒
字
で
過
去
最
高
を
 
 

記
録
し
て
い
る
。
貿
易
収
支
も
九
兆
円
の
黒
 
 

字
だ
り
 
 
 

勤
勉
で
優
秀
な
国
民
、
安
全
な
社
会
、
高
 
 

い
技
術
力
を
待
っ
た
企
業
。
ど
れ
を
見
て
も
、
 
 

這
馳
が
安
心
を
取
旦
属
す
麻
生
プ
番
誕
茫
撃
 
 

消
費
税
を
摘
㌔
㌧
ド
ト
㌻
モ
 
 

基
礎
年
金
を
全
額
税
負
担
臆
じ
よ
う
 
 

世
界
て
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
だ
。
後
述
す
る
が
、
 
 

日
本
に
は
、
発
想
を
転
換
す
れ
ば
明
る
い
未
 
 

来
が
あ
る
。
 
 
 

考
え
て
み
れ
ば
、
「
気
」
と
い
う
字
の
つ
 
 

く
言
葉
に
は
、
文
字
通
り
気
分
に
左
右
さ
れ
 
 

や
す
い
も
の
が
多
い
。
元
気
、
病
気
、
景
気
、
 
 

本
気
…
…
。
ど
れ
も
そ
う
だ
。
時
代
は
い
よ
 
 

い
よ
デ
フ
レ
脱
却
の
最
終
の
入
り
口
に
立
っ
 
 

て
い
る
の
に
、
も
う
ひ
と
つ
国
民
の
限
が
未
 
 

来
へ
と
向
か
っ
て
い
な
い
の
は
「
気
」
が
足
 
 

り
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
。
私
は
、
日
本
人
 
 

の
「
気
持
ち
」
の
持
ち
方
を
切
り
替
え
な
け
 
 

れ
ば
い
け
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
 
 
 

そ
れ
が
今
の
政
治
の
最
大
の
仕
事
な
の
だ
。
 
 

消
費
税
増
税
で
 
 
 

基
礎
年
金
を
全
額
税
負
担
に
 
 

こ
の
一
〇
年
余
、
バ
ブ
ル
崩
壊
、
デ
フ
レ
 
 

不
況
を
経
験
し
て
、
国
民
に
は
経
済
に
対
す
 
 

る
不
安
と
政
府
に
対
す
る
不
信
と
が
蔓
延
し
 
 

た
。
不
安
と
不
信
は
不
満
と
違
い
、
エ
ネ
ル
 
 

ギ
ー
を
生
み
出
さ
な
い
。
古
い
政
治
に
対
す
 
 

る
国
民
の
不
満
を
吸
い
上
げ
て
構
造
改
革
を
 
 

進
め
た
小
泉
政
権
は
、
確
か
に
時
代
の
子
で
 
 

は
あ
っ
た
が
、
今
や
不
安
と
不
信
を
解
消
し
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
で
あ
る
。
破
壊
よ
 
 

り
も
建
設
の
政
治
が
必
要
な
の
だ
。
そ
し
て
、
 
 

国
民
に
と
っ
て
最
大
の
先
行
き
不
安
は
何
か
 
 

と
言
え
ば
、
老
後
の
備
え
で
あ
る
年
金
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

社
会
保
険
庁
の
杜
撰
な
加
入
記
録
の
管
理
 
 

問
題
。
年
金
保
険
料
を
流
用
し
て
作
っ
た
福
 
 

祉
施
設
が
ほ
と
ん
ど
無
駄
な
投
資
と
な
っ
た
 
 

こ
と
へ
の
批
判
。
百
歳
の
高
齢
者
が
「
老
後
 
 

の
た
め
に
」
と
せ
っ
せ
と
貯
金
し
て
い
る
と
 
 

い
う
。
現
行
の
年
金
制
度
を
信
用
で
き
ず
、
 
 

将
来
へ
の
不
安
に
苛
ま
れ
る
人
が
い
か
に
多
 
 

い
か
を
示
す
証
左
と
言
え
る
。
 
 
 

政
府
が
ど
ん
な
に
「
一
〇
〇
年
安
心
」
と
 
 

謳
っ
て
も
、
自
戒
を
込
め
て
言
え
ば
、
も
は
 
 

や
信
用
す
る
人
は
誰
も
い
な
い
の
だ
。
年
金
 
 

制
度
は
ま
さ
に
「
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
」
に
陥
 
 

っ
て
い
る
。
 
 
 

国
民
に
安
心
を
与
え
る
の
が
政
治
の
責
任
 
 

だ
ひ
抜
本
改
革
し
か
、
国
民
の
信
締
を
取
り
 
 

戻
す
術
は
な
い
。
 
 

と
て
つ
も
な
い
力
が
あ
る
こ
の
国
を
、
今
、
 
 

根
拠
の
な
い
不
安
と
閉
塞
感
が
覆
っ
て
い
る
。
 
 

安
心
を
取
り
戻
す
の
は
本
来
、
政
治
の
仕
事
 
 

だ
が
、
ど
う
も
動
き
が
鈍
い
。
 
 
 

私
な
ら
、
消
費
税
を
上
げ
て
年
金
を
確
実
 
 

に
保
障
す
る
。
か
ね
じ
れ
″
で
国
会
が
動
か
 
 

な
い
…
…
な
ど
と
悠
長
な
こ
と
は
言
っ
て
い
 
 

ら
れ
な
い
。
与
野
党
で
現
実
的
な
議
論
を
始
 
 

め
ね
ば
な
る
ま
い
。
ま
ず
は
「
年
金
」
か
ら
 
 

打
開
策
を
探
す
の
は
ど
う
だ
。
 
 

麻
生
太
郎
／
衆
議
院
議
員
 
 

ー177▼－   CHUOKORON2008．3  
w仙 176叫  



在
、
国
民
年
金
で
月
一
万
四
〇
〇
〇
円
程
度
 
 

の
保
険
料
負
担
は
な
く
な
る
。
こ
れ
で
、
将
 
 

来
の
無
年
金
の
解
消
も
可
能
に
な
る
。
無
年
 
 

金
者
の
問
題
は
、
保
険
料
を
支
払
わ
な
か
っ
 
 

た
人
の
自
己
責
任
の
問
題
だ
と
い
う
主
張
も
 
 

あ
る
が
、
無
年
金
者
は
結
局
、
生
活
保
護
の
 
 

対
象
と
な
る
可
能
性
が
高
く
、
最
後
は
税
金
 
 

を
投
入
す
る
羽
目
に
な
る
。
 
 
 

消
費
税
は
五
％
上
が
る
。
一
方
で
サ
ラ
リ
 
 

ー
マ
ン
は
基
礎
年
金
保
険
料
を
支
払
わ
な
く
 
 

て
済
む
よ
う
に
な
れ
ば
、
消
費
が
大
き
く
冷
 
 

え
込
む
こ
と
は
な
い
と
私
は
確
信
す
る
。
食
 
 

料
品
な
ど
の
生
活
必
需
品
の
税
率
を
低
く
抑
 
 

私
は
こ
こ
で
そ
の
改
革
案
を
提
言
し
．
た
い
。
 
 
 

問
題
は
二
つ
あ
る
。
 
 

一
つ
は
、
杜
撰
な
加
入
記
録
。
 
 
 

l
つ
は
、
破
綻
し
て
い
る
年
金
財
政
だ
。
 
 
 

加
入
記
録
に
つ
い
て
は
、
私
は
「
信
用
が
 
 

回
復
す
る
ま
で
、
毎
年
全
員
に
記
録
を
送
 
 

る
」
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
。
税
金
だ
っ
た
 
 

ら
、
毎
年
通
知
書
が
来
る
。
自
分
が
納
め
た
 
 

年
金
が
い
く
ら
に
な
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
 
 

加
入
者
に
お
知
ら
せ
す
る
の
は
、
預
か
っ
て
 
 

い
る
国
の
責
任
だ
ろ
う
。
 
 

も
う
l
つ
は
、
財
政
問
題
だ
。
年
金
不
信
 
 

で
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
率
は
六
割
程
度
 
 

え
る
軽
減
税
率
の
導
入
も
検
討
す
べ
き
だ
ろ
 
 

う
。
も
ち
ろ
ん
、
一
〇
％
ま
で
の
道
の
り
は
 
 

段
階
的
に
進
め
る
べ
き
だ
。
 
 

税
負
担
に
よ
る
不
公
平
は
解
消
可
能
 
 

全
額
税
方
式
で
は
、
す
べ
て
の
高
齢
者
に
 
 

同
額
の
給
付
を
行
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
こ
 
 

れ
ま
で
保
険
料
を
負
担
し
て
き
た
人
と
、
支
 
 

払
っ
て
こ
な
か
っ
た
人
の
公
平
性
を
い
か
に
 
 

担
保
す
る
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
間
題
は
、
こ
れ
ま
で
支
払
 
 

っ
た
人
の
分
は
そ
れ
を
記
録
し
、
そ
れ
に
応
 
 

じ
た
金
額
を
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
分
と
し
て
支
 
 

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
「
国
民
皆
年
金
」
と
 
 

い
う
謳
い
文
句
は
、
も
は
や
死
語
だ
。
学
生
 
 

や
失
業
者
に
も
一
律
定
額
の
保
険
料
の
負
担
 
 

を
求
め
る
の
は
、
酷
で
あ
り
、
未
納
問
題
の
 
 

解
消
は
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 
 

保
険
料
納
付
が
二
五
年
に
満
た
な
い
場
合
 
 

に
は
、
年
金
が
全
く
支
給
さ
れ
な
い
仕
組
み
 
 

も
、
理
解
し
が
た
い
。
 
 
 

将
来
の
給
付
に
対
す
る
不
安
が
納
付
率
を
 
 

引
き
下
げ
、
こ
れ
を
繕
う
た
め
に
制
度
を
無
 
 

理
矢
理
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
き
た
の
が
実
態
な
 
 

の
だ
。
 
 
 

団
塊
の
世
代
が
就
職
し
た
時
、
給
料
の
心
 
 

あそうたろう1940年福岡県生まれ。  
学習院大学政経学部卒鼠73年麻生セ  

メント株式会社代表取締役社良79年  

衆議院議員に初当選を果たした。以降  
当選9臥経済企画庁長官、経済財救  
政策担当大臣、自由民主党政務調査会  
長、総務大臣、外務大臣を経て、2007  

年には党幹事長を務めた。祖父は吉田  
茂元首相。  

給
す
る
こ
と
で
ク
リ
ア
す
べ
き
だ
ろ
う
。
今
 
 

ま
で
徴
収
し
て
お
い
て
、
「
は
い
、
制
度
が
 
 

変
わ
り
ま
し
た
か
ら
」
と
既
存
徴
収
分
を
無
 
 

視
す
る
の
で
は
、
あ
ま
り
に
も
理
不
尽
だ
。
 
 
 

全
額
税
方
式
は
こ
れ
か
ら
の
分
と
し
、
こ
 
 

れ
ま
で
の
分
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
。
こ
れ
 
 

ま
で
納
め
た
人
と
納
め
な
か
っ
た
人
と
の
不
 
 

公
平
は
生
じ
な
い
。
 
 
 

増
税
と
言
う
と
、
直
ち
に
拒
否
反
応
を
示
 
 

す
人
も
い
る
。
誰
だ
っ
て
、
税
金
が
増
え
る
 
 

の
は
い
や
だ
。
し
か
し
、
こ
の
税
金
は
年
金
 
 

と
し
て
み
ん
な
に
返
っ
て
く
る
。
い
わ
ば
預
 
 

か
り
金
だ
。
そ
こ
を
政
治
が
き
ち
ん
と
責
任
 
 

を
持
て
ば
、
必
ず
国
民
の
安
心
に
つ
な
が
る
 
 

と
確
信
す
る
。
 
 
 

国
民
の
預
か
り
金
を
杜
撰
に
取
り
扱
っ
た
 
 

社
会
保
険
庁
の
愚
は
二
度
と
政
治
が
許
さ
な
 
 

い
。
私
は
宙
に
浮
い
た
年
金
問
題
で
民
主
党
 
 

が
作
っ
た
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
う
考
え
 
 

方
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
 
 

も
っ
と
大
き
な
意
味
で
あ
り
、
与
野
党
の
垣
 
 

根
を
越
え
て
国
会
全
体
で
年
金
の
頼
り
扱
い
 
 

を
監
視
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
 
 

配
は
し
た
と
し
て
も
、
自
分
の
年
金
の
心
配
 
 

を
し
た
人
は
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
戦
後
の
 
 

復
興
、
経
済
成
長
が
あ
り
、
労
働
者
八
人
で
 
 

一
人
の
高
齢
者
福
祉
を
支
え
る
こ
と
を
前
提
 
 

に
作
ら
れ
た
年
金
制
度
が
、
二
十
一
世
紀
の
 
 

少
子
高
齢
化
社
会
に
対
応
で
き
な
い
の
は
、
 
 

至
撞
当
然
と
も
言
え
る
。
 
 
 

だ
か
ら
私
は
こ
の
際
、
基
礎
年
金
の
運
営
 
 

を
保
険
料
方
式
か
ら
全
額
税
方
式
に
改
め
る
 
 

べ
き
だ
と
提
案
す
る
。
税
負
担
の
財
源
に
は
、
 
 

消
費
税
を
増
税
し
て
充
当
す
る
こ
と
と
し
た
 
 

。
 
 
 

例
え
ば
、
具
体
的
な
消
費
税
率
を
一
〇
％
 
 

と
す
れ
ば
、
五
％
の
増
税
分
で
約
一
三
兆
円
 
 

の
財
源
が
で
き
る
。
 
 

「
消
費
税
一
〇
％
」
と
は
穏
や
か
な
話
で
は
 
 

な
い
。
「
麻
生
は
い
つ
か
ら
財
政
再
建
原
理
 
 

主
義
者
に
な
っ
た
ん
だ
？
」
と
い
う
声
も
聞
 
 

こ
え
て
き
そ
う
だ
が
、
私
は
財
政
再
建
の
立
 
 

場
か
ら
の
み
消
費
税
増
税
を
訴
え
る
つ
も
り
 
 

は
な
い
。
 
 
 

む
し
ろ
、
基
礎
年
金
を
全
額
税
方
式
に
す
 
 

る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
に
日
を
向
け
よ
う
。
現
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麻
生
が
増
税
を
打
ち
出
す
と
、
国
民
の
皆
 
 

さ
ん
か
ら
総
ス
カ
ン
を
食
ら
う
か
も
し
れ
な
 
 

い
亡
し
か
し
、
責
任
あ
る
政
治
を
す
る
た
め
 
 

に
、
安
心
で
き
る
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
 
 

避
け
て
通
れ
な
い
道
だ
。
未
来
へ
の
投
資
、
 
 

安
心
の
た
め
の
投
資
だ
と
考
え
て
ほ
し
い
。
 
 

ど
こ
か
ら
も
、
財
源
は
降
っ
て
こ
な
■
い
の
だ
 
 

か
ら
。
 
 

企
業
負
担
軽
減
分
は
賃
上
げ
に
 
 
 

厚
生
年
金
は
事
業
主
が
基
礎
年
金
の
保
険
 
 

料
の
半
額
を
負
担
し
て
い
る
が
、
全
額
税
方
 
 

式
に
す
る
と
、
こ
れ
も
ゼ
ロ
と
な
る
。
す
る
 
 

と
、
企
業
の
負
担
が
減
る
こ
と
に
文
句
を
言
 
 

う
人
が
出
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
企
業
は
厚
 
 

生
年
金
の
負
担
軽
減
分
を
、
従
業
員
の
給
料
 
 

に
還
元
す
べ
き
だ
。
 
 
 

給
料
が
上
が
れ
ば
、
た
と
え
消
費
税
が
上
 
 

が
っ
て
も
、
モ
ノ
を
買
お
う
と
い
う
「
気
」
 
が
起
き
て
 

く
る
は
ず
だ
。
こ
れ
ま
で
保
険
料
 
 

と
企
業
負
担
と
一
公
賓
で
賄
っ
て
い
た
年
金
財
 
 

源
を
、
広
く
薄
く
消
費
税
に
振
り
替
え
る
。
 
 

全
体
で
見
た
ら
、
国
民
全
体
の
負
担
が
増
え
 
 

れ
が
デ
フ
レ
不
況
だ
。
 
 
 

よ
う
や
く
企
業
が
債
務
を
返
済
し
終
わ
り
、
 
 

利
益
が
出
始
め
た
の
が
、
一
昨
年
あ
た
り
か
 
 

ら
だ
。
し
か
し
、
経
営
者
は
先
行
き
に
関
し
 
 

て
不
安
が
い
っ
ぱ
い
な
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
 
 

あ
と
一
歩
、
企
業
の
背
中
を
後
押
し
す
る
政
 
 

策
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
政
府
は
、
経
営
 
 

者
に
再
び
攻
勢
、
未
来
へ
眼
を
向
け
る
 
 

「
気
」
を
起
こ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
 
 

だ
。
 
 

企
業
は
賃
上
げ
と
正
規
一
層
用
を
 
 

企
業
の
利
益
の
う
ち
、
ど
れ
だ
け
労
働
者
 
 

が
報
酬
と
し
て
受
け
取
っ
た
か
を
示
す
「
労
 
 

働
分
配
率
」
は
二
〇
〇
五
年
度
で
七
〇
・
六
 
 

％
と
、
四
年
前
に
比
べ
て
三
こ
ハ
ポ
イ
ン
ト
 
 

低
下
し
て
い
る
。
 
 
 

二
〇
〇
六
年
の
日
本
の
一
人
あ
た
り
の
名
 
 

目
凰
内
総
生
産
（
G
D
P
）
は
、
前
年
比
 
 

四
・
〇
％
滅
の
三
万
四
二
五
二
ド
ル
で
、
経
 
 

済
協
力
開
発
機
構
（
O
E
C
D
）
三
〇
カ
国
 
 

中
二
八
位
だ
。
．
一
九
九
三
年
の
二
位
を
ピ
ー
 
 

ク
に
下
落
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
 
 

る
わ
け
で
は
な
い
。
所
得
の
低
い
人
も
多
い
 
 

人
も
定
額
だ
っ
た
も
の
が
、
消
費
の
多
い
人
 
 

す
な
わ
ち
金
持
ち
ほ
ど
多
く
負
担
す
る
こ
と
 
 

に
な
る
。
こ
の
点
で
も
、
公
平
だ
。
 
 
 

消
費
税
増
税
に
よ
る
基
礎
年
金
の
全
額
税
 
 

方
式
へ
の
移
行
と
、
景
気
を
上
向
か
せ
る
こ
 
 

と
を
同
時
に
追
求
し
よ
う
と
い
う
考
え
は
、
 
 

一
見
、
極
論
の
よ
う
に
も
見
、
ろ
る
が
、
実
は
 
 

国
民
に
安
心
を
与
、
え
、
企
業
の
業
績
を
伸
ば
 
 

し
、
日
本
経
済
に
明
る
い
「
気
」
を
取
り
戻
 
 

す
方
法
の
ひ
と
つ
だ
と
考
え
て
い
る
。
 
 

経
済
は
立
ち
直
り
つ
つ
あ
る
、
 
 
 

〝
背
中
〟
を
押
せ
ば
い
い
 
 
 

そ
も
そ
も
の
背
景
に
は
、
戦
後
我
々
が
経
 
 

験
し
た
こ
と
の
な
い
デ
フ
レ
不
況
と
い
う
過
 
 

去
が
大
き
く
横
た
わ
っ
て
い
る
。
 
 
 

バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
土
地
の
値
段
は
不
必
要
 
 

な
ま
で
に
下
が
り
、
日
本
の
〝
土
地
本
位
 
 

制
〟
の
信
用
社
会
は
吹
っ
飛
ん
だ
。
土
地
を
 
 

担
保
に
金
融
機
関
か
ら
借
金
を
し
て
い
た
企
 
 

業
は
、
一
斉
に
担
保
不
足
に
陥
っ
た
。
 
 
 

銀
行
も
、
担
保
不
足
の
状
況
を
継
続
す
れ
 
 

低
す
ぎ
る
。
G
D
P
が
伸
び
な
い
の
は
、
個
 
 

人
消
費
の
低
迷
の
た
め
だ
。
 
 
 

私
は
こ
こ
数
年
、
日
本
経
団
連
の
幹
部
と
 
 

詰
を
す
る
時
、
「
春
闘
対
策
で
給
料
を
抑
え
 
 

る
時
代
は
終
わ
っ
た
。
給
料
を
増
や
し
て
消
 
 

費
を
刺
激
す
る
時
だ
」
と
言
い
続
け
て
き
た
。
 
 

経
団
連
の
御
手
洗
富
士
夫
会
長
が
最
近
、
賃
 
 

上
げ
の
必
要
性
に
言
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
 
 

こ
と
は
、
「
我
が
意
を
得
た
り
」
 
で
あ
る
。
 
 
 

個
人
の
収
入
の
安
定
は
少
子
化
対
策
に
も
 
 

通
じ
て
い
る
。
 
 
 

私
の
選
挙
区
福
岡
果
宮
著
市
と
い
う
と
こ
 
 

ろ
に
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
の
関
連
会
社
「
ト
ヨ
 
 

タ
自
動
車
九
州
」
と
い
う
ト
ヨ
タ
の
団
内
最
 
 

大
規
模
の
工
場
が
あ
る
。
 
 
 

数
年
前
、
こ
の
会
社
が
従
業
員
を
増
や
す
 
 

と
聞
き
、
私
は
張
富
士
夫
ト
ヨ
タ
自
動
車
会
 
 

長
に
非
正
規
社
員
で
は
な
く
、
正
規
社
員
の
 
 

採
用
を
お
願
い
し
た
。
 
 
 

そ
し
て
、
工
場
は
二
年
間
で
約
一
〇
〇
〇
 
 

人
を
社
員
と
し
て
探
周
し
た
。
そ
の
結
果
、
 
 

宮
若
市
で
結
婚
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
。
 
 
 

日
本
の
合
計
特
殊
出
生
率
（
一
人
の
女
性
 
 

配
る
社
会
保
険
庁
の
幹
部
ら
（
共
同
）
 
 

ば
、
不
良
債
権
と
し
て
計
上
さ
れ
、
金
融
庁
 
 

か
ら
文
句
を
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
貸
し
渋
り
、
 
 

貸
し
剥
が
し
が
横
行
し
た
。
 
 
 

戦
後
、
経
営
者
は
モ
ノ
が
売
れ
な
い
時
、
 
 

「
も
っ
と
売
れ
」
と
言
っ
て
、
今
ま
で
の
不
 
 

況
を
乗
り
切
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
デ
フ
レ
 
 

下
で
は
、
モ
ノ
の
値
投
が
下
が
っ
て
い
る
た
 
 

め
、
同
じ
量
を
売
っ
て
も
売
り
上
げ
は
減
少
 
 

す
る
。
売
り
上
げ
を
伸
ば
す
に
は
生
産
量
を
 
 

増
や
す
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
設
備
 
 

投
資
等
の
資
金
繰
り
は
つ
か
な
い
。
結
局
、
 
 

黒
字
で
も
倒
産
す
る
企
業
が
相
次
い
だ
。
こ
 
 

が
一
生
の
間
に
産
む
子
供
の
数
の
推
計
値
）
は
 
 

一
二
二
人
台
で
低
迷
し
て
い
る
が
、
結
婚
し
 
 

た
女
性
だ
け
を
見
た
場
合
、
二
。
○
人
以
上
 
 

だ
。
 
 
 

収
入
が
安
定
す
れ
ば
、
結
婚
し
て
生
活
も
 
 

安
定
さ
せ
よ
う
と
い
う
「
気
」
も
起
こ
っ
て
 
 

く
る
。
さ
ら
に
、
女
性
が
子
供
を
産
ん
で
く
 
 

れ
れ
ば
…
…
。
私
は
、
宮
若
市
の
人
口
が
こ
 
 

れ
か
ら
大
き
く
増
加
す
る
の
で
は
な
い
か
と
 
 

期
待
し
て
い
る
。
事
実
、
福
岡
県
の
出
生
増
 
 

加
率
は
、
昨
年
、
日
本
一
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

企
業
が
生
き
残
り
を
か
け
て
、
経
費
削
減
 
 

に
努
め
て
い
る
の
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
日
 
 

本
社
会
が
疲
弊
し
て
は
、
結
局
、
企
業
は
成
 
 

り
立
た
な
い
。
ま
さ
に
企
業
が
未
来
へ
眼
を
 
 

向
け
る
べ
き
時
な
の
だ
。
経
営
者
に
は
、
社
 
 

会
的
責
任
を
強
く
求
め
た
い
。
そ
れ
は
第
一
 
 

に
、
従
業
口
許
の
給
料
を
上
げ
る
こ
と
。
第
二
 
 

に
、
パ
ー
ト
労
働
者
な
ど
非
正
規
雇
用
を
正
 
 

規
雇
用
に
す
る
こ
と
だ
。
連
合
や
野
党
の
皆
 
 

さ
ん
も
異
論
は
唱
え
な
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

日
本
社
会
を
不
必
要
な
ま
で
に
暗
く
し
て
 
 

い
る
要
因
に
は
、
高
齢
化
の
問
題
も
あ
る
。
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